
平
成
六
年
自
治
省
令
第
二
号

緩
降
機
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
緩
降
機
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
自
治
省
令
第
四
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
緩
降
機
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
緩
降
機
　
使
用
者
が
他
人
の
力
を
借
り
ず
に
自
重
に
よ
り
自
動
的
に
連
続
交
互
に
降
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
構
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

二
　
固
定
式
緩
降
機
　
常
時
取
付
け
具
に
固
定
さ
れ
て
使
用
す
る
緩
降
機
を
い
う
。

三
　
可
搬
式
緩
降
機
　
使
用
時
に
取
付
け
具
に
取
り
付
け
て
使
用
す
る
緩
降
機
を
い
う
。

四
　
調
速
器
　
緩
降
機
の
降
下
速
度
を
一
定
の
範
囲
に
調
節
す
る
装
置
を
い
う
。

五
　
調
速
器
の
連
結
部
　
取
付
け
具
と
調
速
器
を
連
結
す
る
部
分
を
い
う
。

六
　
着
用
具
　
使
用
者
が
着
用
す
る
こ
と
に
よ
り
使
用
者
の
身
体
を
保
持
す
る
用
具
を
い
う
。

七
　
緊
結
金
具
　
ロ
ー
プ
と
着
用
具
を
連
結
す
る
金
具
を
い
う
。

八
　
リ
ー
ル
　
ロ
ー
プ
及
び
着
用
具
を
収
納
す
る
た
め
に
巻
き
取
る
用
具
を
い
う
。

（
一
般
構
造
）

第
三
条
　
緩
降
機
の
構
造
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
使
用
上
安
全
で
あ
り
、
か
つ
、
使
用
中
に
分
解
、
損
傷
又
は
変
形
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
調
速
器
、
調
速
器
の
連
結
部
、
ロ
ー
プ
及
び
着
用
具
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
固
定
式
緩
降
機
の
構
造
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
取
付
け
具
に
確
実
に
固
定
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
可
搬
式
緩
降
機
の
構
造
は
、
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
調
速
器
の
質
量
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
取
付
け
具
に
安
全
環
に
よ
り
確
実
か
つ
容
易
に
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
部
品
の
構
造
）

第
四
条
　
調
速
器
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
堅
ろ
う
で
、
か
つ
、
耐
久
性
が
あ
る
こ
と
。

二
　
常
時
分
解
掃
除
等
を
行
わ
な
く
て
も
作
動
す
る
こ
と
。

三
　
降
下
時
に
発
生
す
る
熱
に
よ
っ
て
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。

四
　
降
下
時
に
ロ
ー
プ
を
損
傷
し
な
い
こ
と
。

五
　
機
能
に
異
常
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
砂
そ
の
他
の
異
物
が
容
易
に
入
ら
な
い
よ
う
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六
　
カ
バ
ー
が
堅
固
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

七
　
ロ
ー
プ
が
調
速
器
の
プ
ー
リ
ー
等
か
ら
外
れ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

２
　
調
速
器
の
連
結
部
は
、
使
用
中
に
分
解
、
損
傷
、
変
形
又
は
調
速
器
の
離
脱
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
ロ
ー
プ
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
し
ん
に
外
装
を
施
し
、
か
つ
、
全
長
を
通
じ
均
一
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二
　
降
下
時
に
使
用
者
を
著
し
く
旋
転
さ
せ
る
ね
じ
れ
又
は
機
能
に
支
障
を
お
よ
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
損
傷
を
生
じ
な
い
こ
と
。

三
　
外
装
を
金
剛
打
ち
と
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
ね
じ
れ
を
生
じ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

４
　
着
用
具
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
容
易
に
着
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
着
用
す
る
際
に
は
、
使
用
者
の
身
体
の
定
位
置
を
、
操
作
を
加
え
る
こ
と
な
く
確
実
に
保
持
す
る
こ
と
。

三
　
着
用
し
使
用
す
る
際
に
、
使
用
者
か
ら
外
れ
ず
、
か
つ
、
緩
ま
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
取
り
外
す
操
作
を
し
た
場
合
に
は
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

五
　
降
下
時
に
使
用
者
が
監
視
及
び
動
作
す
る
う
え
で
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
使
用
者
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

七
　
ロ
ー
プ
の
両
端
に
そ
れ
ぞ
れ
最
大
使
用
者
数
（
一
回
で
降
下
で
き
る
使
用
者
の
最
大
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
数
の
着
用
具
を
離
脱
し
な
い
方
法
で
連
結
し
て
あ
る
こ
と
。

八
　
着
用
具
の
う
ち
、
ベ
ル
ト
は
、
ほ
つ
れ
が
続
け
て
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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九
　
ベ
ル
ト
は
、
最
大
使
用
荷
重
（
緩
降
機
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
緩
降
機
に
加
え
る
こ
と
の
で
き
る
最
大
荷
重
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
最
大
使
用
者
数
で
除
し
て
得
た
値
に
六
・
五
を
乗
じ
て
得
た
値
に
相
当
す
る

引
張
荷
重
を
加
え
て
五
分
間
保
持
し
た
場
合
、
破
断
又
は
著
し
い
変
形
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

５
　
緊
結
金
具
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ロ
ー
プ
と
着
用
具
を
離
脱
し
な
い
方
法
で
連
結
し
て
あ
る
こ
と
。

二
　
使
用
中
に
離
脱
、
分
解
、
損
傷
又
は
変
形
を
生
じ
な
い
こ
と
。

三
　
使
用
者
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

６
　
リ
ー
ル
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
使
用
時
に
ロ
ー
プ
及
び
着
用
具
が
円
滑
に
展
張
で
き
る
よ
う
に
巻
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
使
用
者
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

（
最
大
使
用
荷
重
）

第
五
条
　
緩
降
機
の
最
大
使
用
荷
重
は
、
最
大
使
用
者
数
に
千
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
乗
じ
た
値
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
料
）

第
六
条
　
緩
降
機
の
部
品
で
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
用
い
る
材
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
強
度
及
び
耐
久
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

部
品
名

材
料

ロ
ー
プ

し
ん
Ｊ
Ｉ
Ｓ
（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
日
本
産
業
規
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
　
Ｇ
　
三
五
二
五
（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
）
に
適
合
す
る
も
の
で
耐
食

加
工
を
施
し
た
も
の

外
装
綿
糸
又
は
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
も
の

ベ
ル
ト

綿
糸
又
は
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
も
の

リ
ン
グ
・
緊
結
金
具
・
安
全
環

Ｊ
Ｉ
Ｓ
　
Ｇ
　
三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
に
適
合
す
る
も
の
で
耐
食
加
工
を
施
し
た
も
の

リ
ベ
ッ
ト

Ｊ
Ｉ
Ｓ
　
Ｇ
　
三
一
〇
四
（
リ
ベ
ッ
ト
用
丸
鋼
）
に
適
合
す
る
も
の
で
耐
食
加
工
を
施
し
た
も
の

（
試
験
の
条
件
）

第
七
条
　
次
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
試
験
は
、
周
囲
温
度
十
度
以
上
三
十
度
以
下
の
状
態
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
強
度
試
験
）

第
八
条
　
緩
降
機
は
、
使
用
者
が
降
下
す
る
と
き
に
か
か
る
荷
重
方
向
へ
着
用
具
に
最
大
使
用
荷
重
に
三
・
九
を
乗
じ
て
得
た
値
に
相
当
す
る
静
荷
重
（
最
大
使
用
者
数
が
二
以
上
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
着
用
具
に
最
大

使
用
荷
重
を
最
大
使
用
者
数
で
除
し
た
値
に
三
・
九
を
乗
じ
て
得
た
値
に
相
当
す
る
静
荷
重
）
を
加
え
て
五
分
間
保
持
し
た
場
合
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
調
速
器
、
調
速
器
の
連
結
部
、
リ
ン
グ
及
び
緊
結
金
具
は
、
分
解
、
破
損
又
は
著
し
い
変
形
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
ロ
ー
プ
は
、
破
断
又
は
著
し
い
損
傷
を
生
ぜ
ず
、
か
つ
、
着
用
具
又
は
緊
結
金
具
か
ら
離
脱
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
降
下
速
度
試
験
）

第
九
条
　
緩
降
機
の
降
下
速
度
は
、
試
験
高
度
（
ロ
ー
プ
の
長
さ
を
最
大
限
に
使
用
す
る
高
さ
（
ロ
ー
プ
の
長
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
緩
降
機
を
取
り

付
け
、
着
用
具
の
一
端
に
荷
重
を
加
え
て
降
下
さ
せ
た
場
合
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
二
百
五
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
六
百
五
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
最
大
使
用
者
数
を
乗
じ
て
得
た
値
に
相
当
す
る
荷
重
及
び
最
大
使
用
荷
重
に
相
当
す
る
荷
重
を
左
右
交
互
に
加
え
て
、
左
右
連
続
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
回
降
下
さ
せ
た
場
合
、

い
ず
れ
も
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
上
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
六
百
五
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
最
大
使
用
者
数
を
乗
じ
て
得
た
値
に
相
当
す
る
荷
重
を
左
右
交
互
に
加
え
て
、
左
右
連
続
し
て
そ
れ
ぞ
れ
十
回
降
下
さ
せ
た
場
合
、
い
ず
れ
も
二
十
回
の
平
均
降
下
速
度
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
百

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
含
水
降
下
試
験
）

第
十
条
　
緩
降
機
は
、
ロ
ー
プ
を
水
に
一
時
間
浸
し
た
後
、
直
ち
に
試
験
高
度
に
緩
降
機
を
取
り
付
け
、
着
用
具
の
一
端
に
前
条
第
二
号
に
規
定
す
る
荷
重
を
左
右
交
互
に
加
え
て
、
左
右
連
続
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
回
降
下
さ
せ
た
場
合
、

い
ず
れ
も
降
下
速
度
が
同
号
に
規
定
す
る
平
均
降
下
速
度
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
百
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
機
能
又
は
構
造
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
低
温
試
験
及
び
高
温
試
験
）

第
十
一
条
　
緩
降
機
は
、
零
下
二
十
度
及
び
五
十
度
に
二
十
四
時
間
放
置
し
た
後
、
直
ち
に
試
験
高
度
に
緩
降
機
を
取
り
付
け
、
着
用
具
の
一
端
に
第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
荷
重
を
左
右
交
互
に
加
え
て
、
左
右
連
続
し
て
そ
れ
ぞ

れ
一
回
降
下
さ
せ
た
場
合
、
い
ず
れ
も
同
号
に
規
定
す
る
速
度
の
範
囲
内
で
あ
り
、
か
つ
、
機
能
又
は
構
造
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
繰
返
し
試
験
）

第
十
二
条
　
緩
降
機
は
、
試
験
高
度
に
緩
降
機
を
取
り
付
け
、
着
用
具
の
一
端
に
最
大
使
用
荷
重
に
相
当
す
る
荷
重
を
左
右
交
互
に
加
え
て
、
左
右
連
続
し
て
そ
れ
ぞ
れ
十
（
ロ
ー
プ
の
長
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
ロ
ー
プ
の
長
さ
を
十
五
で
除
し
て
得
た
値
に
十
を
乗
じ
て
得
た
値
（
小
数
点
第
一
位
以
下
の
端
数
は
、
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
）
回
降
下
さ
せ
る
こ
と
を
一
サ
イ
ク
ル
と
し
て
五
回
繰
り
返
し
た
後
、
第
九
条
第
一
号
に

規
定
す
る
荷
重
を
左
右
交
互
に
加
え
て
、
左
右
連
続
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
回
降
下
さ
せ
た
場
合
、
い
ず
れ
も
同
号
に
規
定
す
る
速
度
の
範
囲
内
で
あ
り
、
か
つ
、
機
能
又
は
構
造
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
落
下
衝
撃
降
下
試
験
）

第
十
三
条
　
緩
降
機
は
、
調
速
器
か
ら
降
下
側
の
ロ
ー
プ
を
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
引
き
出
し
て
こ
れ
を
降
下
方
向
と
正
反
対
の
方
向
に
引
き
上
げ
、
着
用
具
の
一
端
に
最
大
使
用
荷
重
に
相
当
す
る
荷
重
を
加
え
て
当
該
着
用
具
を

落
下
さ
せ
る
こ
と
を
五
回
繰
り
返
し
た
後
、
試
験
高
度
に
緩
降
機
を
取
り
付
け
、
着
用
具
の
一
端
に
第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
荷
重
を
左
右
交
互
に
加
え
て
、
左
右
連
続
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
回
降
下
さ
せ
た
場
合
、
い
ず
れ
も
同
号

に
規
定
す
る
速
度
の
範
囲
内
で
あ
り
、
か
つ
、
機
能
又
は
構
造
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
落
下
試
験
）

第
十
四
条
　
可
搬
式
緩
降
機
は
、
調
速
器
を
硬
く
、
弾
力
性
の
な
い
平
滑
な
水
平
面
に
床
上
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
を
五
回
繰
り
返
し
た
後
、
試
験
高
度
に
緩
降
機
を
取
り
付
け
、
着
用
具
の
一
端
に
第
九
条

第
一
号
に
規
定
す
る
荷
重
を
左
右
交
互
に
加
え
て
、
左
右
連
続
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
回
降
下
さ
せ
た
場
合
、
い
ず
れ
も
同
号
に
規
定
す
る
速
度
の
範
囲
内
で
あ
り
、
か
つ
、
機
能
又
は
構
造
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
腐
食
試
験
）

第
十
五
条
　
緩
降
機
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
　
Ｚ
　
二
三
七
一
（
塩
水
噴
霧
試
験
方
法
）
に
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
塩
水
を
八
時
間
噴
霧
し
た
後
に
十
六
時
間
放
置
す
る
こ
と
を
一
サ
イ
ク
ル
と
し
て
五
回
繰
り
返
し
た
後
、
二
十
四
時
間
自
然

乾
燥
さ
せ
た
場
合
、
試
験
高
度
に
緩
降
機
を
取
り
付
け
、
着
用
具
の
一
端
に
第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
荷
重
を
左
右
交
互
に
加
え
て
、
左
右
連
続
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
回
降
下
さ
せ
た
と
き
、
い
ず
れ
も
同
号
に
規
定
す
る
速
度
の
範

囲
内
で
あ
り
、
か
つ
、
機
能
又
は
構
造
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
示
）

第
十
六
条
　
緩
降
機
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
型
式

二
　
型
式
番
号

三
　
ロ
ー
プ
長

四
　
最
大
使
用
荷
重

五
　
最
大
使
用
者
数

六
　
製
造
者
名
又
は
商
標

七
　
製
造
年
月

八
　
製
造
番
号

九
　
取
扱
い
上
の
注
意
事
項

（
基
準
の
特
例
）

第
十
七
条
　
新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
緩
降
機
に
つ
い
て
、
そ
の
形
状
、
構
造
、
材
質
及
び
性
能
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
省
令
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
日
本
消
防
検
定
協
会
又
は
自
治
大
臣
の
指
定
す
る
者
の
行
う
消
防
用
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
を
申
請
し
て
い
る
緩
降
機
に
係
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
二
四
日
自
治
省
令
第
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
及
び
第
九
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
九
年
五
月
一
日
に
お
い
て
、
現
に
日
本
消
防
検
定
協
会
の
行
う
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
を
申
請
し
て
い
る
緩
降
機
に
係
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
緩
降
機
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
以
下

「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
号
及
び
第
八
号
、
第
三
条
第
三
項
、
第
四
条
並
び
に
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
平
成
九
年
五
月
一
日
に
お
い
て
、
現
に
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
緩
降
機
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
型
式
承
認
を
受
け
た
緩
降
機
に
係
る
型
式
承
認
は
、
新
省
令
の
規

格
に
よ
る
型
式
承
認
と
み
な
す
。

４
　
平
成
十
一
年
十
月
一
日
に
お
い
て
、
現
に
日
本
消
防
検
定
協
会
の
行
う
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
を
申
請
し
て
い
る
緩
降
機
に
係
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
新
省
令
第
五
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
平
成
十
一
年
十
月
一
日
に
お
い
て
、
現
に
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
緩
降
機
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
型
式
承
認
を
受
け
た
緩
降
機
に
係
る
型
式
承
認
は
、
新
省
令
の

規
格
に
よ
る
型
式
承
認
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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